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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：平成２８年６月２日（平成２８年（行情）諮問第４０２号） 

答申日：平成２９年１月１３日（平成２８年度（行情）答申第６３８号） 

事件名：平成２７年大臣指示簿等の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「防衛大臣指示（「防衛省における文書の形式に関する訓令」第１２

条）の一覧（期間は平成２５年１月～平成２７年６月末まで）。＊電磁的

記録が存在する場合，その履歴情報も含む。」（以下「本件請求文書」とい

う。）の開示請求に対し，以下に掲げる３文書（以下「本件対象文書」と

いう。）を特定し，文書３の一部を不開示とした決定は，妥当である。 

文書１ 平成２５年大臣指示簿 

文書２ 平成２６年大臣指示簿 

文書３ 平成２７年大臣指示簿 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２７年１１月３０日付け防官文第

１８７９４号により防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）

が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消し

を求める。 

２ 異議申立ての理由 

（１）異議申立書並びに意見書１及び２ 

標記の記載によると，おおむね以下のとおりである。 

ア 本件対象文書につき，本件開示決定通知書で特定されたＰＤＦファ

イル形式以外の電磁的記録形式が存在すれば，それについても特定を

求める。 

イ 本件対象文書の履歴情報が特定されていなければ，改めてその特定

を求める。 

ウ 原処分で特定されたＰＤＦファイルが本件対象文書の全ての内容が

複写されたものであるかの確認を求める。 

エ 「本件対象文書の内容と関わりのない情報」（平成２４年４月４日

付け防官文第４６３９号）として特定されなかった情報が存在するな

ら，改めてその特定と開示・不開示の判断を求める。 
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オ 本件対象文書につき，紙媒体があれば，その特定・開示を求める。 

カ 原処分で一部不開示とされた部分につき，当該部分に記録された内

容を精査し，支障が生じない部分については開示すべきである。 

（２）意見書３ 

 本件不開示部分は，別の開示請求において開示されている。 

本件不開示部分に関しては，「平成２７年防衛大臣指示のうち番号

１。」との開示請求に対して平成２８年４月４日付け防官文第７４６８

号により諮問庁は不開示部分を明らかにしている。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 理由説明書 

（１）経緯 

本件開示請求は本件請求文書の開示を求めるものであり，これに該当

する行政文書として文書１ないし文書３を特定した。 

文書１ないし文書３については，法９条１項の規定に基づき，平成２

７年１１月３０日付け防官文第１８７９４号により法５条５号に該当す

る部分を不開示とする一部開示決定（原処分）を行った。 

本件異議申立ては，原処分に対してされたものである。 

（２）法５条該当性について 

    本件対象文書のうち，文書３の番号１の件名の一部については，審議，

検討に係る情報であって，これを公にすることにより，率直な意見の交

換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ及び不当に国民の間

に混乱を生じさせるおそれがあることから，法５条５号に該当するため

不開示とした。 

（３）異議申立人の主張について 

ア 異議申立人は，「他にも文書が存在するものと思われる。」として，

本件開示決定通知書で特定されたＰＤＦファイル形式以外の電磁的記

録形式が存在すれば，それについても特定するよう求めるが，原処分

において特定した本件対象文書の電磁的記録はＰＤＦファイル形式と

は異なるいわゆる表計算ソフト形式であり，ＰＤＦファイル形式以外

の電磁的記録を特定している。 

なお，異議申立人は処分庁が原処分における開示決定通知書にお

いてＰＤＦファイル形式の電磁的記録を特定したかのように述べる

が，法その他の関係法令において，特定した電磁的記録の形式まで

明示しなければならないことを義務付けるような趣旨の規定はない

ことから，原処分においては「ＰＤＦファイル形式」と電磁的記録

の形式まで明示していない。 

イ 異議申立人は，「本件開示決定通知からは不明である」として，本

件対象文書の履歴情報についても特定するよう求めるとともに，「平
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成２４年４月４日付け防官文第４６３９号で示すような「本件対象文

書の内容と関わりのない情報」との処分庁の勝手な判断は，法に反す

る」として，「本件対象文書の内容と関わりのない情報」についても

特定し，開示・不開示を判断するよう求めるが，本件対象文書の履歴

情報等については，いずれも防衛省において業務上必要なものとして

利用又は保存されている状態になく，法２条２項の行政文書に該当し

ないため，本件開示請求に対して特定し，開示・不開示の判断を行う

必要はない。 

ウ 異議申立人は，「本件対象文書が当初のファイル形式を変換して複

写の交付が行われている場合，本件対象文書の内容が，交付された複

写には欠落している可能性がある。」とした上で，原処分に対しては，

複写の交付が本件対象文書の全ての内容を複写しているか確認するよ

う求めるが，本件対象文書と開示を実施した文書の内容を改めて確認

したところ，欠落している情報はなく，開示の実施は適正に行われて

いることを確認した。 

エ 異議申立人は，「「行政文書」に関する国の解釈に従い，紙媒体につ

いても存在しないか，特定を求める」として紙媒体の特定を求めるが，

本件対象文書は，大臣指示の発出の都度，電磁的記録を追記修正する

ことで当該行政文書の更新作業を行っているため，紙媒体は保有して

いない。 

オ 異議申立人は，「記録された内容を精査し，支障が生じない部分に

ついては開示すべきである。」として，原処分の取消しを求めるが，

本件対象文書の法５条該当性を十分に検討した結果，不開示とした部

分が上記（２）で述べたとおり同条５号に該当することから原処分を

行ったものである。 

カ 以上のことから，異議申立人の主張にはいずれも理由がなく，原処

分を維持することが妥当である。 

 ２ 補充理由説明書 

文書３の番号１の件名の一部については，審議，検討に係る情報であっ

て，これを公にすることにより，率直な意見の交換又は意思決定の中立性

が不当に損なわれるおそれ及び不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ

があることから，法５条５号に該当するため不開示としたが，同件名の一

部については，開示請求時点において検討途中の情報であって，当該情報

を公にすることにより，当省の審議，検討に係る情報であって，政策等の

選択肢に関する自由討議の一部をなすものであったことから，率直な意見

の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ及び大臣の指示に

より自衛隊が何らかの行動を起こすのではないかとの誤解や憶測を招き，

不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあることから，同号の不開示
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事由を追加する。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成２８年６月２日    諮問の受理 

② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同月１６日        審議 

④ 同年７月４日       異議申立人から意見書１及び２を収受 

⑤ 同年１１月２１日     諮問庁から補充理由説明書を収受 

⑥ 同年１２月６日      異議申立人から意見書３を収受 

⑦ 同月１５日        本件対象文書の見分及び審議 

⑧ 平成２９年１月１１日   審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件対象文書について 

本件対象文書は，防衛大臣が発出した指示の一覧である。 

処分庁は，本件対象文書（電磁的記録）を特定し，法５条５号に該当す

る部分を不開示とする一部開示決定（原処分）を行った。 

これに対し，異議申立人は，本件対象文書の紙媒体の特定，不開示部分

の開示等を求めており，諮問庁は，原処分を維持することが妥当であると

していることから，以下，本件対象文書の見分結果を踏まえ，本件対象文

書の特定の妥当性（紙媒体の保有の有無）及び不開示部分の不開示情報該

当性について検討する。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

諮問庁は，上記第３の１（３）ア及びエのとおり，本件対象文書につい

ては，表計算ソフトで電磁的記録として作成し，防衛大臣指示の発出の都

度，電磁的記録の更新作業を行っているため紙媒体は保有していない旨説

明していることから，本件対象文書の管理方法について，当審査会事務局

職員をして諮問庁に確認させたところ，本件対象文書は，担当者がパソコ

ンで作成・保管しているとのことであった。また，当審査会において本件

対象文書を印字したものを確認したところ，本件対象文書は，表計算ソフ

トにより作成されたものであって，当該指示に係る決裁が行われた日付，

件名等の情報を記入する欄が設けられた，発出された指示１件につき１行

の表形式の文書であり，既に発出された指示に関する情報が順次記入され

ているものであることが認められた。 

このような本件対象文書の性質に加え，他に紙媒体の存在をうかがわせ

る事情は存在しないことからすれば，防衛省において，本件対象文書の外

に特定すべき文書（紙媒体）を保有しているとは認められず，本件対象文

書を特定したことは，妥当である。 

３ 不開示情報該当性について 
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（１）本件対象文書の不開示部分には，防衛大臣が指示した検討の対象とな

る事項が記載されていることが認められる。 

（２）諮問庁は，補充理由説明書（上記第３の２）において，当該不開示部

分については，開示請求時点（平成２７年１０月２８日）において検討

途中の情報であって，政策等の選択肢に関する自由討議の一部を成すも

のであったことから，率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に

損なわれるおそれ及び大臣の指示により自衛隊が何らかの行動を起こす

のではないかとの誤解や憶測を招き，不当に国民の間に混乱を生じさせ

るおそれがある旨説明する。 

（３）そこで，当該不開示部分に係る検討状況について，当審査会事務局職

員をして諮問庁に確認させたところ，当該検討は平成２７年５月２０日

付け防衛大臣指示を受け，防衛省に設置されている統合機動防衛力構築

委員会において，同日から原処分の後である平成２８年１月２２日まで

の間に行われていたとのことであった。 

そして，当該不開示部分は，その文言を踏まえると，国民の間に，自

衛隊が何らかの行動を起こすのではないかとの誤解や憶測を招くおそれ

があり，当該検討における率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不

当に損なわれるおそれがあるとする諮問庁の説明は首肯し得るものであ

る。 

（４）したがって，当該不開示部分については，これを公にすることにより，

我が国の防衛に係る状況に関して不当に国民の間に混乱を生じさせるお

それがあると認められるとともに，当該事項の検討における率直な意見

の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあると認めら

れるので，法５条５号に該当し，不開示とすることが妥当である。 

４ 異議申立人のその他の主張について 

異議申立人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

５ 付言 

  諮問庁は，本件対象文書の不開示部分については，上記第３の１（２）

及び２のとおり，開示請求時点において検討途中の情報であるなどとして，

それを理由に開示はしないとしている。 

  しかし，上記３（３）のとおり，統合機動防衛力構築委員会における当

該不開示部分に係る検討は平成２８年１月２２日をもって終了していたと

ころであり，このことを踏まえれば，上記３（４）のおそれは，既に失わ

れたものと考えられる。 

  実際，諮問庁は，本件異議申立人から平成２８年３月に当該不開示部分

に係る防衛大臣指示そのものについての開示請求を受け，当該防衛大臣の

指示に係る文書を同年４月４日付け防官文第７４６８号により開示してい
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るところであり，この開示においては，文書３の番号１の件名（本件対象

文書の不開示部分）についても開示しているところである。 

  したがって，当該不開示部分は，原処分の時点においては，上記３

（４）のとおり法５条５号に該当するため，原処分が当該部分を不開示と

したことは妥当であるが，現時点での事情をも考慮すると，同号に該当す

るとは認められないため，法の趣旨を踏まえ，例えば，当該部分の内容を

明らかにした本件対象文書の写しを異議申立人に交付するなどの対応が望

まれる。 

６ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求文書の開示請求に対し，本件対象文書を特定

し，その一部を法５条５号に該当するとして不開示とした決定については，

防衛省において，本件対象文書の外に開示請求の対象として特定すべき文

書を保有しているとは認められないので，本件対象文書を特定したことは

妥当であり，不開示とされた部分は同号に該当すると認められるので，不

開示としたことは妥当であると判断した。 

（第４部会） 

委員 鈴木健太，委員 常岡孝好，委員 中曽根玲子 

 




